
令和８年第２回南幌町議会定例会議事日程 

 

                            令和８年６月１０日（水） 

                            午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 議 

日程番号 事 件 番 号 事 件 名 結 果 

   １ 

   ２ 

   ３ 

 

 

 

 

   ４ 

   ５ 

   ６ 

 

   ７ 

 

   ８ 

   ９ 

 

１０ 

 

１１ 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

１５ 

１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２６号 

議案第２７号 

 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

議案第３０号 

 

議案第３１号 

 

議案第３２号 

諮問第 １号 

 

報告第 ２号 

 

発議第 ５号 

発議第 ６号 

発議第 ７号 

 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸般報告 

１ 会務報告 

２ 例月出納検査結果報告 

３ 南幌町議会懇談会実施報告 

４ 町長一般行政報告 

一般質問 

令和８年度南幌町一般会計補正予算（第１号） 

令和８年度南幌町介護保険特別会計補正予算 

（第１号） 

財産の取得について（学校情報通信ネットワーク環 

境施設整備用備品購入） 

南幌町印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

南幌温泉ハート＆ハートの指定管理者の指定につい 

て 

農業委員会委員の任命について 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ 

て 

令和７年度南幌町一般会計繰越明許費繰越計算書に 

ついて 

議員の派遣承認について 

議員の派遣承認について 

総務常任委員会、産業経済常任委員会、議会運営委 

員会所管事務調査について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



諸般報告１ 

 

 

会   務   報   告 

 

 月  日     内      容 

 

 ５月 ７日 第２回議会臨時会を開催した。 

   同 日 全員協議会を開催した。 

   １２日 南幌町議会まちづくり特別委員会を開催した。 

   同 日 北海道南幌養護学校高等部が議場見学会のため来庁し、議長歓 

迎の挨拶を述べた。 

   同 日 熊本県相良村議会が視察のため来町し、議長歓迎の挨拶を述べ 

た。 

   １７日 栗山町議会基本条例制定２０周年記念事業が栗山町で開催され、 

各議員出席した。 

   ２２日 南幌町議会まちづくり特別委員会を開催した。 

   ２８日 南幌町議会まちづくり特別委員会を開催した。 

   同 日 全員協議会を開催した。 

   ３０日 議員のすすめ～南幌町議会次世代育成研修～を開催した。 

６月 ３日 議会運営委員会を開催した。 

 



 



諸般報告２ 

 
 

例月出納検査結果報告について 

 
 
 このことについて、令和８年５月１５日付けをもって別紙のとおり監査委員 
から報告があったので報告する。 

 
 
 
                    令和８年６月１０日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 



南 監 査 号 
令和８年５月１５日 

 
 
 南幌町議会議長  側 瀬 敏 彦  様 

 
 

南幌町監査委員 白 倉 敏 美 
南幌町監査委員 加 藤 真 悟 

 
 
   例月出納検査の結果について 

 
 令和８年５月１５日に執行した令和８年４月分の例月出納検査結果を、地方 
自治法第２３５条の２第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 
 

記 

 
 
１ 検査現在日   令和８年４月３０日  一般会計及び特別会計 

 
２ 検査実施日   令和８年５月１５日 

 
３ 検 査 意 見   出納事務は適法に取扱われており、異常ないものと認む。 
          現金出納状況は別紙のとおりである。 

 







諸般報告３ 

 
 

南幌町議会懇談会実施報告について 

 
 
 南幌町議会懇談会実施結果について、令和８年４月１４日付けをもって別紙 
のとおり南幌町議会まちづくり特別委員長から報告があったので報告する。 

 
 
 
                    令和８年６月１０日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 

 
 



令和８年４月１４日 

 

南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 

南幌町議会まちづくり特別委員会 

委員長 西 股 裕 司 

 

 

南幌町議会懇談会実施報告 

 

 令和７年第１回南幌町議会定例会において、議員全員の派遣を決定した議会 

報告懇談会及び議会懇談会を実施したので、その概要を次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 開催日、場所及び参加人数 

（１）議会報告懇談会 

令和７年１１月２４日（祝） 保健福祉総合センター    １６名 

令和８年 ２月２３日（祝） 夕張太ふれあい館       ８名 

                保健福祉総合センター    １０名 

 

（２）議会懇談会 

 （団体名）緑南会（第１５区老人会） 

令和７年 ８月２０日（水） 保健福祉総合センター    １３名 

（団体名）元議員会 

  令和７年 ９月２６日（金） 役場各種委員会室       ５名 

 （団体名）晩翠営農振興組合 

  令和８年 ２月２６日（木） 晩翠集落センター      １３名 

 （団体名）晩翠西営農振興組合  

  令和８年 ２月２７日（金） 晩翠集落センター      １８名 

 

２ 実施内容     

日頃の議会活動を報告し、町民との懇談の機会を設け、今後の議会活動に 

反映していくことを目的に開催した。 

議会マニフェストや議会活動状況の報告、町の施策・事業の情報提供を行 

った。 



３ 実施結果 

  議会報告懇談会は延べ３４名、議会懇談会は４団体４９名の町民の参加を 

いただき、活発な意見交換を行った。 

町民から出された意見や要望等は全体で検討を重ね、今後の議会運営に反 

映させることとした。 

 

４ まとめ  

今後も議会基本条例に基づき、引き続き、幅広く町民の声を聞くとともに、 

議会として情報提供と説明責任を果たし、開かれた議会を目指していくもの 

である。 



 



議案第２８号 

 
 
   財産の取得について 

 
 
 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９ 
年南幌町条例第１１号）第３条の規定に基づき、財産の取得について次のとお 
り契約を締結するため地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項 
第８号の規定により議会の議決を求める。 

 
 
 

令和８年６月１０日提出 
南幌町長 大 崎 貞 二 

 
 

記 

  



１ 取得の目的 

 
学校情報通信ネットワーク環境施設整備用備品購入 

 
 
２ 取得する財産 

 
名  称   教育コンピュータ備品 
数  量   一式 

 
 
３ 取得の方法 

 
随意契約 

 
 
４ 契約金額 

 
金２９，１５６，１６０円也 
（内消費税及び地方消費税の額２，６５０，５６０円也） 

 
 
５ 契約の相手方 

 
札幌市中央区大通西１４丁目７番地 
ＮＴＴ東日本株式会社 北海道事業部 
執行役員北海道事業部長 茂 谷 浩 子 

 
 
 
 
 
 

 
参考 
納期 契約締結日より令和９年３月３１日まで 



議案第２９号 

 

 

南幌町印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

南幌町印鑑条例（昭和５７年南幌町条例第１３号）の一部を改正する条例を 

次のように制定する。 

 

 

 

令和８年６月１０日提出 

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 



南幌町印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 

南幌町印鑑条例（昭和５７年南幌町条例第１３号）の一部を次のように改正 

する。 

 

 

第１５条第２項中「以下同じ。）」の次に「、特定在留カード（出入国管理 

及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１項に規 

定する特定在留カードをいう。）又は特定特別永住者証明書（日本国との平和 

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３ 

年法律第７１号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明書をいう。 

）」を加える。 

 

 

附 則 

この条例は、令和８年６月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本案を提 

案するものである。 



議案第３０号 

 

 

職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

職員等の旅費に関する条例（令和７年南幌町条例第２号）の一部を改正する 

条例を次のように制定する。 

 

 

 

令和８年６月１０日提出 

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 



職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

職員等の旅費に関する条例（令和７年南幌町条例第２号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 

 

第１３条中「別表第１に規定する額（以下「宿泊費基準額」という。）の範 

囲内の実費とする」を「規則で定める額（以下「宿泊費基準額」という。）を 

上限とした実費額とする」に改める。 

 

第１５条中「別表第２」を「別表第１」に改める。 

 

第２０条中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

 

別表第１を削る。 

 

別表第２中「支給規程」を「国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵

省令第４５号）」に改め、同表を別表第１とし、別表第３を別表第２とする。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令の施行に伴い、本案を提 

案するものである。 



議案第３１号 

 

 

南幌温泉ハート＆ハートの指定管理者の指定について 

 

 

南幌温泉ハート＆ハートの指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自 

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の 

議決を求める。 

 

 

 

令和８年６月１０日提出  

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 



１ 指定管理を行う公の施設の名称 

 

   南幌温泉ハート＆ハート 

 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

 

   東京都千代田区内神田２丁目３番４号 

    株式会社グランビスタホテル＆リゾート 

 

 

３ 指定の期間 

 

   令和９年４月１日から令和１９年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 現在、指定管理者制度を導入している公の施設について、指定期間満了とな 

ることから、新たに指定管理者を指定するため、本案を提案するものである。 



議案第３２号 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

 

 農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（ 
昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

 

 

令和８年６月１０日提出 
南幌町長 大 崎 貞 二 

  

  

記 

 

 



空知郡南幌町南１３線西１番地 
   し み ず  とも た か 

   清 水 友 貴       昭和５２年１２月 ６日生 

  
空知郡南幌町南１７線西８番地 

   や ま だ  ひ ろ し 

   山 田   浩       昭和３７年 １月２１日生 

 
空知郡南幌町南１８線西１７番地 

   ぶ ら  とし の り 

   武 良 敏 則       昭和３８年 ２月 ９日生 

  
空知郡南幌町南１６線西１６番地 

   の ろ た  ゆういちろう 

   野呂田 雄一郎       昭和５１年 １月１２日生 

 
空知郡南幌町南１８線西２２番地 

   せ お  やす の り 

   背 尾 裕 典       昭和３８年１２月２６日生 

 
空知郡南幌町南１１線西６番地 

   う え の  ゆ う き 

   上 野 勇 樹       昭和４８年 ７月２８日生 

 
空知郡南幌町南１３線西２２番地 

   み な み  のり ゆ き 

   南   則 之       昭和４８年 ５月１６日生 

 
空知郡南幌町南９線西１３番地 

   しら く ら  よう すけ 

   白 倉 陽 介       昭和５４年 ６月２１日生 

 
空知郡南幌町南１１線西１４番地 

   く ぼ  まさ ひ こ 

   久 保 正 彦       昭和４９年 ８月２１日生 

  



空知郡南幌町南９線西９番地 
   な わ  たか ひ ろ 

   縄   貴 洋       昭和５５年 ２月 ８日生 

 
空知郡南幌町中央１丁目７番８号 

   たか し ま  しげ かず 

   髙 島 茂 和       昭和３５年１１月２８日生 

 
空知郡南幌町中央４丁目１番７号 

   え ご う  ひ ろ し 

   江 鄕   弘       昭和３１年 ３月２５日生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
 農業委員会委員の任期満了に伴い、本案を提案するものである。



 



諮問第１号 

 
 
   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 
 
 人権擁護委員に下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法 
律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 
 
 
                       令和８年６月１０日提出 
                       南幌町長 大 崎 貞 二 

 
 

記 

 
 
 空知郡南幌町北町６丁目４番４号 
   ふ じ た  しげゆき 

   藤 田 茂 之       昭和３２年８月２０日生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提案理由 
 人権擁護委員の再任について、人権擁護委員法の規定に基づき諮問するもの 
である。



 



報告第２号 

 
 

令和７年度南幌町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 
 
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定によ 

り、令和７年度南幌町一般会計繰越明許費繰越計算書について報告する。 

 
 
 

令和８年６月１０日提出 
南幌町長 大 崎 貞 二 

 
 

記 

 
 
 



国道支出金 地　方　債 そ　の　他

3 民 生 費 1 社会福 祉費 生 活 応 援 チ ケ ッ ト 事 業 106,318 66,168 0 62,474 0 0 3,694

3 民 生 費 2 児童福 祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 25,000 1,600 0 1,600 0 0 0

4 衛 生 費 3 上 水 道 費 長 幌 上 水 道 企 業 団 負 担 金 89,715 28,250 0 27,500 0 0 750

221,033 96,018 0 91,574 0 0 4,444合 計

翌　年　度
繰　越　額

令和７年度  　南幌町一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事　　　　　　　業　　　　　　　名 金　　　額
一般財源

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

未　収　入　特　定　財　源既 収 入
特 定 財 源

（単位：千円）



発議第５号 

 
 

議員の派遣承認について 

 
 
 次のことについて、議員の派遣承認が必要なので議会の承認を求める。 

 
 
 

記 

 
 
１ 目  的   北海道町村議会議長会主催議員研修会出席のため 

 
２ 期  日   令和８年７月２日 

 
３ 場  所   札幌市 

 
４ 派遣人員   １１名 

 
５ 経  費   予算の範囲内 

 
 
 
                    令和８年６月１０日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 



 
 



発議第６号 

 
 

議員の派遣承認について 

 
 
 次のことについて、議員の派遣承認が必要なので議会の承認を求める。 

 
 
 

記 

 
 
１ 目  的   空知町村議会議長会主催議員研修会出席のため 

 
２ 期  日   令和８年７月１５日 

 
３ 場  所   長沼町 

 
４ 派遣人員   １１名 

 
５ 経  費   予算の範囲内 

 
 
 
                    令和８年６月１０日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 



  
 
 
 
 
 



発議第７号 

 
 
   総務常任委員会、産業経済常任委員会、議会運営委員会所管事務 

調査について 

 
 
 このことについて、総務常任委員長、産業経済常任委員長、議会運営委員長 
より別紙のとおり所管事務調査について通知があったので、議会の承認を求め 
る。 

 
 
 
                    令和８年６月１０日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 

 
 



 令和８年６月３日 

 
 
 南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
 

            総務常任委員長 家 塚 雅 人 

 
 
   所管事務調査について 

 
 
 本委員会は、下記により所管事務について調査することに決定したので会議 
規則第７３条第１項の規定により通知します。 

 
 

記 

 
１ 調査事項   総務常任委員会所管に関する事項 

 
２ 調査期間   自 令和８年７月１日 
         至 令和８年９月３０日 

 
３ 経  費   予算の範囲内 

 
 
 
 
 
 
 



 令和８年６月３日 

 
 
 南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
 

         産業経済常任委員長 石 川 康 弘 

 
 
   所管事務調査について 

 
 
 本委員会は、下記により所管事務について調査することに決定したので会議 
規則第７３条第１項の規定により通知します。 

 
 

記 

 
１ 調査事項   産業経済常任委員会所管に関する事項 

 
２ 調査期間   自 令和８年７月１日 
         至 令和８年９月３０日 

 
３ 経  費   予算の範囲内 

 
 
 
 
 
 
 
 



 令和８年６月３日 

 
 
 南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 様 

 
 

           議会運営委員長 佐 藤 妙 子 

 
 
   所管事務調査について 

 
 
 本委員会は、下記により所管事務について調査することに決定したので会議 
規則第７３条第２項の規定により通知します。 

 
 

記 

 
１ 調査事項   議会運営委員会所管に関する事項 

 
２ 調査期間   自 令和８年７月１日 
         至 令和８年９月３０日 

 
３ 経  費   予算の範囲内



 


